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Ⅱ　憲法上の基本的人権とストライキ権
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（以上，砂閏）

ー はじめに 研究H的

本稿はインドにおけるストライキ権が実定法・

判冽上どのように処理されてし、るかを検けするこ

とを目的とする。

ギ，)ス (1971年ク］｛史関係法成立以前iにかぎる：），

検討したし ‘o

そして，

比較法的見地から興味深いことでわる。

比較を行なうのは，

(;,［上，本り）

その処理の仕灯が， ィ

日本

と，どのような，点で類似し，主た異なってし、るかを

イキリスとの比較を行紅うのは， イ

ンドがイギリス広を継受してし‘るからである。イ

ギリスとは異なった社会経済的背紋U)中で，奇膨受

された法かと(})ように変化したかを知ることは，

日本との

インドのストライキ権と日本

のそれとにかなり類似した法的処理がみられるこ

ストライキ権についての明文の規定は，憲法の

某本的人権の中にはない。憲法上間穎になるのは

ス！、ライキ権が忠法19条(1)：し）に含まれるかどうか

である。忠法19条(1)化）には，すべての市民に団体，

組合を結成することがみとめられている。糾合を

結成する権利に， ストライキ権を含めるかどうか

が争われているわけである。 その代表的事例であ

る AllIndia Bank E叫）loyees'Association v. 

National Industrial Tribunal, 2 L 

を検討しよう。

追加された規定の違憲性を争った。

F. J. R. 

本件の事実関係は次のとおりである。インドで

は，会社法や1947年銀行業法により，銀行は貸借

対照表，損益計算に不良偵権を公開する必要がな

かった。銀行従業員と銀行間の争議が仝囚審判所

(1'¥ational Tribunal労働争淡法7条B)に付託中，従

業員は争議解決のために銀行に対して秘密積立金

や不良債権を1リlらかにするよう申し入れた。

することを強制されないことになった。

63 

とこ

ろか銀行業法34条Aの追加によって，労働争議法

上の手続中に，すでに公表された貸借対照表に示

されていない資産や不良偵権に関する情報を公開

この規定

が労働争議において労働者側を不利に取扱うもの

であり，憲法19条(1)心に含まれるストライキ権

を否定するものであるとして，脱告は銀行業法に

この主張の理

29 



1972090032.TIF

由バけii, （i〗,19 条 (1) c: :t市民に団体なし、し糾合

を背戎ナる権刊を五とめているが，その中には労

傷者が労紐lJ',’且合と結成ずること＞を合めて＼‘る。②

祖合を緒成十るt雀和l:i勺それ巳付［直する権刊とし

て，刊，戊ll打りを実施ずる椛刊も保1:1;,c:':=がて` 、`なけ

れはなら欠し、,_, =ーの付随する権刊がしなとめらiしな

:tれ：ょ，脊1合語成権：i＇t体を欠＜ ！炒りしうに役立

たず（り権利：こなる（この拷えは Doctrineof Con-

com1tant Rightと'q‘ う）③労偽祖介，J）［ ！的は団体

如歩を行なりことであり，そい！•tl体交渉（りための

ストライギは胄然に19知11，に含tれる。④伯議

直整：まス］、ライヤの仕用である。しだが，、て効呆

的な仇叫音置であるときたけ， スト］ィキ杭制限

としてい争ふ讃整は合理内かつ行なりである c /5三ピ

J)ためには閂整機間は［周整に必隠な賓11ーをえる栓

能をもたなけれはばらなし‘いそれを間限する銀ti 

業出は，ふ出19条I,1)（. ：こ不合連な出1j阪とかしてし、

る C• こ，！ l; こ対する放刊所の判，•J~i ：：：次いこおりであ

る。上ず切ーぶり t'なともる。し力＼し第 2、1['，¢)Doc-

tnne of Conco;nitant l{ightには反対ずる C これ

をみとめることは駐本的人権の体系、とくに19条

1 1 1 ij_l,～ょ]に保応されてし、る七つの諮目廿lり体系と

予盾する。祖合竺戌権は1(_’,1，集会する権利U:.:h.1,

fント領内を自由に移動することはl，間瞑を

偉し表現ナる権利：•土 lttl 、財府を取得ずる椎刊ばりI

に伐障されて'`'：：：いこれらの権利の脹礎をなず!::

思i)れる [l的］土成に必要な付随的袖利が含まれる

もいと解釈すると， とこまても怖 [llげ）範囲が拡大

していく。したが＇）て挑張鮒釈は許されなし ‘o

法起肛者エ＇）應思にそった文兜解斥日がなされるへぎ

である。 lY条(1)1C'Iの文理解釈により，ぶi、しい］lし

本的人権としての団体交汎権、ストライ一ャ梼はみ

とめられだし、しもちろん，ストライキが，｝；律によ

；て規紺Iいれることをさまたけるも J)てはないc

30 

をい規制J){f夕1y|1は， 19条(4)(}）晶準によ＿，て判断

されるのではなく，別の若慮からなされねばなら

忙いと，それ以外い判断を下すことなく原告側の

じ張を破棄した。

S. Vasudevan v. S. D. Mittal an<l others'.'.1 

ド J.R. 441においても，裁判噌は同様な立場に

立ってし‘る。 i甚法19条(1)りe)～'，いのもとに市民に保

降これている自山の根本をなす考え方は，表現や

店見の交換を行なうためには集団が仔在しなけれ

ばならなし、とし、うごとである。しかし~ストライ一＼

権はこれと［じ性格が少し九がう。ストライキ闊そ

り性質上暴：力に，JFえる場合が多し、ので，、古法起肛

行はそ U)ことを朽咆して，あえて明文い規定を設

： ｝なか，＇たものと考えられると判示している。

ー）主り判例 lこストライヤ権は憲法上り恥本的｝＼

椛 芯法：•i2 条， 226条により憲法上の救済をう

ける権利 と（しみとめられていなし、i.tl）。この

ことがストライヤ権そのものが全然みとめられて

l,、なし、ことを在味ずるものではなし ‘C ―コモン・い

ー上のストライキ権はみとめらiしているしいtい，

労拗争泌法により特定のストライヤを違砂、とする

こと:-―よりて、 ストライキがみとめられて＼‘る。

日本では芯注28条に労働旭本権（団糸，I；権，団体

交げ権，争議権を含む団（木行動権）の規定を定めて

¥<、 ;Or)。近代憲法のたてまえとして憲法の中に労働

肛ね権に関十る規定を定めている。イギリスやア

メリカのように， 19|！［紀以前に制定された憲法に

ぱ，こり規定がないしかし叫文の規定がなくて

も，労働韮本権の］閉，ヽ乞は社会的に承認されてし'‘る <9

イン l閃揺［はかなりアメリカ憲広の影欅げをうけた

ために、労働見本権についての明文の規定を設け

なか ✓,たものと思われる。さらにストライキが経

済発展のマイ十ス要因とみられている一ースト万

イヤが暴力を伴い，生産能率を低下させる と
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吋、う若慮から，恣法の文理解釈を行なったもので

ぱな’<、かと思われる。

（しし 1 ) Aggarwal, A. P., Indian 、IIl9[AmemarI 

I巫 ourL心 I¥latiorl9lml I>raI'ti(es-11、 (.0/IIが1ratit'（}

st119ly, 19(iii. pp, 45-47. 

(cl::? 1 Raja J)ahadur rnotila: Poona.¥fills,_ 

Poona Girni Earngar Union、1954I L. L J, 124 

llI ストライキの〉こよr;9:i;

これ主でストライヤがどのようなものか検吋し

ないてぎに］:,ここで法律卜どのように定義され

てし‘るかを五て図＋ようぐ｝インドでは1929年労働争

汲去 2条 (i1, 1947年労慟争疵出口条 I（いに定義さ

1して 1、，、る。

「ストライキとは，産業しこ雇用される行(l)-「}|

(a l1ody of pdヽ()11ヽ 、）が其同しておこなう作塁'!)1磨

1しもしくは一致した拒絶，または現に屈用され凡

．`9' くはりヽ/)て忙用されたことのかる何人がの者の

比咀の児賢J9）下における労崎置賢tたはJ-ft用7衣

ぷJl拒絶をし、り」，この定義はイギ')7、cり1927年労

勁争議・労樹j魯且合よ 8条(2)[lパ乃文~-)をそ 0) ま主用

l.~ 、てし、．｀が '1 1)。インドの労働争虚出卜の定義ぱ労

働争議闊整．1）tt象乃節囲を両定するために規定さ

才してし‘る 3

ストライギ（り要素は｀ ストライヤ参加行の多数

匹労働の怜il::.ある＇、＇は労働 (/)tF否，団結もしく

ぱ，一致し~だ（一「，、合である。

第1の要店：土， 「産業に雇用:れている者J)-・

団1がストライギを行なうことてある。その中に

Iし労勤祖合が含まれるり｝よ当然てある c，インドで

ス 1、ライギの主体を労働祖合に限ぢなか／＞た応味

は次のどこ丸にあると思われる。つ主り労働組合

に主で‘<` たら t9し、一時的な労働者の集団（争菜団）

がかなり多く，これを争設凋整(7)対依に含まなけ

れば，争誡解央（1)効呆か少なくなると衿えられ

るからである。

第 2の要素である労働の停止ないし拒否の時間

や期間は， ストライヤかどうかを決定する要素と

して屯要ではない。たとえば日代のための休Hを

使用者が拒否したので，夜勤交代勤務を 2~4時

間停止した行硲 ([12)，15分や20分の労働の拒否

いr3.'もストライキに含まれる。労慟の部分的停ll--

や聞分的拒絶もストライキの定義にはいるバI4 •'。

超勤拒否の場合はどうであろうか。 NorthBrook 

Jute Co. Ltd. and others v. Their Workmen 

(19ii(）） 3 S C R. 364は，合理化it両に反対し

ご，趙勤拒否した堪例である。判示によれば，労

拗者は法律上使用者が命じる権利のない超勤を拒

介したにずぎない。なぜなら，会社と工場委員会

（労働泊液法3条にもとづく workscommittee)が合

迂した合］用化叶両はたたらに労働行の労働条件を

変直するものではない。使用者(「)--)j的な合理化

1,1州IJ)実施け労働争議法33条に違反する。したか

、）―ご本件における超勤拒否をストライキとはし‘え

t［い。この判示のおえ方によれば，ストライキに

なるためには，労働行の拒否する労働か，使用者

が命ずる権利をもつ労働，あるいは労働者が義務

をおう労拗でなけれはならない1汀 5)。休日出勤拒

否の場合も同様に跨えられている (ii:6)。

ィーじリスでは，超勤拒否 (Banon over-time) は

湘｝廿契約上の間姐として処理されている。つまり

昌洲か労働者の雇用喫約＿l：(!)義務である場合に

は，超勤拒否は雇用契約違反になる直 7）。これに

対してインドでは超勤拒否をストライキという比

|Ji的行為として，処理される可能性が存在してし、

る。この点は日本の場合と類似している。 H本で

は人トライキ（同盟罷業）より広い慨念である争

哀行冷が用いられている。争議行為の中にとのよ

うな種類の行為が含まれるのか叫らかでないが，

3 J 
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超勤拒否が争議行為になるかどうかが労働者の超

勤義務の存否によって判断されている。

第 3の要素の団結ないし一致した行為について

.J)べる c 団結のために，正式な会合や議論は必要

ではなく，ストライキ参加者間に共通の理解があ

ればよい（注8)。

ストライキの意図・動機の要素心ついては何も

ふれられていない。労働争議法の下では同情ス

ト・政治ストがストライキに含まれるとする立場

と（注9)，労働の停止が，労働条件改善の要求を強

聞ずる日的のためになされる場合に(!)みストライ

キにはいるとする立場にわかれている注10)。

(/［土 1) 1925年の立法二ふ：こ祝直i，jした法案 The

Trade Disputes Investigation訓 l2条(g)ではイギ

リスの軍需品法19条(I)のストフィキの定義がとりいれ

られてしヽ る。 Joshi,N. K., " Industrial Strikes," In― 

dian Labour Journal, Vol. 10, No. 11, pp. 1519, 

1520. 

（注 2) Buckingham & Carnatic Mills Ltd. v. 

Their Workmen, A. I. R 195:-l S. C. 4'.L 

（己 3) Dhirubha Devisingh Gohil v. State of 

Bombay, A. I. R. 1955 S. C. 47, State of Bihar v. 

Deo<lhar Jha, A. I. R. 1958 Patna 51. 

し` 4) ボンベイ労使 I;［l[[‘i去2条(36〉では，「労働

の全面的ないし部分的停止または一致した拒絶」をス

トライキとする明文の規定がある。

（注 5) ある企業において超勤することが潰行とな

っている場合には，個々の労働契約の慎行的条件とし

ていし辺の義務が生するも ），•紐＇さ．9[ ＿，`、ち。 Arya,V・

P., St1i如s,Lockouts and Gheraos Law and Prac-

tice, 1967, p. 13. 

（い G) Tata Iron & Steel Co. Ltd. v. Their 

¥Vorkmen 31 F. J. R. 4fi. 

（注 7) Grunfeld, C., Modern Trade Union 

Law, 1966, p. 456. 

（注8) Ram Sarup and another v. Rex, A. I. 

R. 1949 Allahabad 218. 

（注9) Arya, op. cit., p. 12. 

CUO) Tata Iron & Steel Co. Ltd. v. Their 

¥Vorkmen, 31 F. J. R. 46. Ram Sarup and another 

32 

v. Rex, A. I. R. 1949 Allahabad 218.ポンペイ労使

関係法においては， 「労働の停止や拒絶が労働争議の

結果なされる場合」という限定がついているために，

同情ストや政治ストはストライキの定義にはいらない

と解代さバ:しヽ る。 BencheyLal v. State of Uttar, 

Pradesh A. I. R. 1959 Allahahad 614. 

W ストライキの法的判断甚準

インドではストライキの法的判断の基準は合法

(legal)，違法 (illegal)，正当 (justified)，不当 (un-

justified)である。したがって論理的に，①合法か

つ屈りなストライキ，②合法かつ不：りなストライ

キ，③違法かつ正当なストライキ，④違法かつ不

当なストライキが存在する。これ以外に不正規ス

ト (irregularstrike)がある。これは労働紐合の不

当労働行為の行為類型の中でもちいられるストラ

ィキで，違法なストライキあるいは組合規約に定

めるストライキ手続に違反するストライキを意味

している。

合法，違法性は法律違反のストライキかどうか

で決まる。たとえば労働争議法24条によれば，

(1) 以下に掲げるストライキおよびロックアウ

トは違法とする。

(i) 22条（注 1) （公益事業におけるストライキおよび

ロックアウトの禁止）または 23条（注 2) （ストライキ

およびロックアウトの全面禁止）に違反して開始さ

れ，または宣言されたもの，または

(ii) IO条 3項（政府によるストライキおよびロック

アウトの禁lk命令）にもとづいてなされた命令に違

反して継続されるもの。

(2) 労働争議の遂行のために，ストライキまた

はロックアウトがすでに開始され，かつ局，労働裁

判所，産業審判所または全国審判所に対しこの争

議を付託する時において現に存続している場合に

お＇，、ては，かかるストライキおよびロックアウト
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（り継続は違法とはみなさない。たにし当該ストラ

イ年およひロノクアウトがその間始に際して，こ

グ圧□ またはその継続が10

条 3項によって禁止されて＼、ないものに限る。

131 違法なマ、トライキの結果宣言されたロッケ

アウト，またば違法なロックアウトの結果宜言さ

れたストラ｛ヤは違{+どとはみなさなし、。この24条

こ違反した労働者には26条によって訊則が科され

る。

労働争議且．． ，における違社、なストライキは，2況条，

2，丁応）ス］、ライキ閲始手続に迎反しているかどう

かどいう，技他的な手続の遵守を旭準にして1とlj断

これてし，ヽ る c しかし現実にはそれだけではストラ

イギり）払的評価(T)甚準か足りなくな・・）た。技術的

手続とはちがって， ストライキ(!)動機が[')くどし、

とか，悪登からなされたとか，ストライキを行なう

] J iこ＇「生急で使用者側 (J)詰し合し、に応しようとしな

し場介ヵ詞国に」よ＇）た。さらにストライキが無秩

岸，暴力行乃を伴う場合等を衿忠して，ス］、ライ

ャの判断に正貰，不当］）見準がもちこ主れた噴 3 。

正当，不当 v'）汀価は，法律以外の規範，社会通念

によって反価値的許価をうけるかどうかで決定さ

れる。具体的にどのような場合に正当，不号のス

トライキにれるかは，判倒を調べなければならな

ヽ，,＇。正当，不崎の区別は法規とは関係なく，判例

に ~i /；て生(7ト凸された判断旭岱だからである。

ストライヤ中に暴力，弁追行為があったり、労

働争議を平和的に解決するための手統を十分つく

さなし、うちに，無差別に性急にストライキを行な

う場合には不当なストライキとされて＼，、る 'iL4)。

労働者の要求が屯大で旱急に解決されね{rtふ「うな
いときは，政府の争議付託決定以餅jにt［されたス

］、ヲィキは］［当でおるの賃金や労働時間の改苦を

要求して行九われるストライキは正当であるが，

別のおもわくをもってなされるときは不当であ

る直い。さらに労働者の要求が異常に高いとか，

使用者が団交や調停によって解決しようとするの

を無視してなされるストライキは不当である。す

でに仲裁によって解決された問題をさらにもちだ

して行なわれるストライキ，産業破壊の目的のた

めにみだりになされるストライキは悪意のストラ

イギどして不当となる（注 6)。つまりストライキの

目的，時期，方法によって，その正当性が判断さ

れて＼‘る。

ストライキの四つの判断猜準によって違注スト

ライキに正当，不当の区別が論理的にあるわけだ

が，判例上，違法ストライキが正当ストライキに

なりうるかどうかが争われた。

(I) 違法ストライキは正当なストライキにはな

りえないとする判例。IndianGeneral Navigation 

and Railway Co. Ltd. v. Their Workmen (1960) 

II S. C. R. I, 17 F. J. R. 241では，「明らかに

違法な公益事業におけるストライキを同時に完全

に正当であるとすることはむずかしい。これら二

つの結論は法律的に共仔しえない。法律は違法と

そうでないストライキの区別を行なっているが，

正当で違法なストライキと不渭で違法なストライ

キの区別はしていない。……違法ストライキを正

当とみなすことはゆるされない」として，ストラ

ィキ中の賃合や解J征の法律問題をストライキの合

法，違法性で判断しようとした仇 7)。

：2) 違法ストライキでも正当なストライキにな

りうるとする判例。この立場は前述の最麻裁判所

の判決によってくつがえされたものである。 Ram

Krishna Iron Foundry, Howrah v. Their ¥Vork-

men国 8)では，「ストライキはいろいろな理由で

不当となりうる。たとえば，（i）要求が不合理なほ

ど高い，（ii)使用者は仲裁や調停により解決しよ
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うと理性的な態度をとっている，（iii)要求は善意

でなく，使用者をこまらせる目的でなされる。．．．．．．

善意なストライキは違法であっても正‘りになりう

る。善意のないストライキとは，（i）真の目的がす

でに争議調停により解決された事項を再度使用者

に要求すること，（ii)産業破壊を目的にいたずら

に， また頸悠こストライキを行なう場合である」

これは違法，合法と正当，不当の判断基準は関連

性を有しないとする立場である。このセ弓は最高

裁判所によって否定されている。

ストライキの合法，違法， 正当，不当はストラ

ィキ中の賃金や， ストライキを理由とする解雇問

題を処瑾する基準となっている。 しかしストライ

キによク）て生じた損害諮償を判断する止準ではな

Vヽ

゜
こまかいことは後述の民事免責でのべるが，

損害賠償＝民事責任はイギリス法をそのまま継受

しているからである。イざリスではいどんと問題

になっていないストライヤ中の賃金や解雇の問題

を処理するために， イギリス法にはない違法，合

法，正当、不当という法的判断基準がう五だされ

たものといえよう。イギリスでストライ丸が合法

という場合には，労働組合という団体が， ストラ

ィキに伴う共謀罪という刑事上の責任および民事

上の不広行乃責任をおわないということを怠味し

ており， インドのそれとは異なってV る。

日本においては，刑事免責（労働組合法1条(2)),

民事免責 (8条），ストライキ中の行為を理由とす

る解雇ゃ懲戒処分の正冴性を判断するときに， ス

トライキを含めた争議行為の正当性が閲題にな

る。その正当性は争議行為の目的，時期，方法な

ど総合的に判断されている。争議行約の正当性が

解雇判断の見準とされている点ではインドと類似

ィンドはいましている。民刑事免責については，

なおイギリス法の影響が強いために， 日本とは異
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なっている。

（庄 1) 労働乍烹法22条

「公益事業に斤！！];'sれる者は，（a戸、トライキ開的iii6 

週間以内に後に規定するごときストライキの通告を使

用名に与えることなしに，または，（b）上の通告をなし

た日から14日以内に，または(c)前述の通告において明

叫されたスト IS•(＼の期日の全1は以 1lりに，また！： ［，tl,R,j 

的・「による調佑臼t(J)係属中わよびかかる手続り終、［

後7日以内に，契約に違反してストライキをなしては

ならない。」（以下省略）

（注2) 労吼庁噂役法23条

「ドに掲げる期間中しよ，工業企業に打用されるtl19） 占

：t, 協定に違反 1，てストライ斗かiIなうことはてきす

……(a)局における調停手続の継続中およびかかる手続

の終了後 7日以内，（b）労慟裁判所，産業審判所または

全日審判所にわけ，；手統の係脳中 1．；よびかかる[-統り

{,I、（後 2カ月以内， IC)解決またい桟定が，それ戸規ぷ

されている何らかの事項に関し有効てある期間」

（注 3) Rustamji, R. F., The Law of Industrial 

Disputes in India, 2nd. ed. 1964, p, 617. 

直 4) Chandrarnalai Estate, Ernakulam v. Its 

Workmen and another, (1960) III S. C. R. 451, 19 

F. J. R. 157. 

（注 5) Swadeshi Industries Ltd. v. Their Work-

men 18 F. J. R. 81. 

（注6) Rustarnji, op. cit., p. 621. 

（注7) 同様い立湯にた．，も U)は， Shridharan

Motor Service, Attur v. Industrial Tribunal, Ma・ 

dras and others, 15 F. J. R. 270. 

（庄8) Rustarnji, op. cit., pp. 620--621. 

V ストライキの態様とその法的判断

ストライキの態様として，同情スト，政治スト，

五ネスト，ノヽンスト，威圧スト (TokenStrike), 

順法闘争 (Workto Rule)，坐り込み，怠業，補助

的なストライキとしてヒ゜ケッティング， ボイコッ

ト等があげられている。イギリスでは walk-out

を行なう典型的なストライキ以外は，労働者の直

接行動として，順法闘争，坐り込み，怠業等がと

らえられている。インドでは， イギリスで労働者
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し＇）直接行詞どされている行約をも人トライキに合

めており， ストライキ([)態様は多様である。ここ

てはサえられた枚数を若慮して，イン~ドのストラ

ィキ (T)特色を示ずと思われる坐り込み，怠菜，ピ

ケッテ（ン兄政冶ス 1ヽ ，さらにストフィ lしーとは

1~ ヽえなしい労測打の抗議方法としてグ）ゲラナにづ

し、て椅討'-た l"ヽ 、と思う。

l. 坐 り 込 み

1:::ン一 7ミィー洒では，坐り込五ぱ Dharna（ない

し Dhurna,Dharana)と表現される c Dharna Ltナ

ンスクリ，卜語り (lhriヵヽら生まれたのこれは伯

権者が債務者に対して｛直窃を忽めさせるために用

し、られるもので，阻務の支払いをうける主で死を

党胃して相手方に誡実さを示し，相手を承諮させ

るとし、う伝涜的手段てもる＇ n］‘̀ 。相手方に圧力を

がけるために相手の七地，家の前で坐り込むとし、

う手段は， マ、トライキ戦術どしての4さり込みどの

阻似性を持って'、,9 る。従来インドの坐り込みは，

194(）年代フランスやアメリカカ入ら1崩入されたと＼、

J）れてき，ピ忍 19り1年：こカンフ゜ール木綿工業労慟

者が坐り込みをやっているげ＇ 2)。こりことはイン

ドの伝統的抗謡手段と¢)関連で坐り込みをみる：［［・.

当性がー与えられることにだると思われる。

坐り込なは， tools-downstrike r :1‘ゃpen-down

strike ともし、われてし、る。インド己おいては職場

占拠か突然：こなされる場合か多し、 C9 組合指料者間

こお＇、‘て坐り込みを行なうことを秘密：こしてよ 3し、

て，労勁昔ヵ，＇、＇つもい上うに出罰して工場しこはし、

るや＼＇｀、なや，そこで坐り込みの指令を化し，労究

捉供を和否する。使用者にあらかしめ坐り込九を

行なう旨り）通知をすると，丁場の門をllil鎖して労’

働者かはいるのを妨け心からである，ンまた労働打

り）＿［場定普性が弱く，祖合活翡りに眉極的な塩合に

は，坐り込みによって強制的にスト万 fヤに参加

させることができるところに意味がある。さらに

失業率が高く，いつでも使用者が労働者をやとえ

る状態においては，スキヤップが工場にはいるの

をさまたげる手段として坐り込みは有効である。

したがって坐り込みは緊迫した状況でなされる場

合が多く，また工場施設に損害を与える可能性が

大きい。法律上は坐り込みが不法侵害(trespass)に

なるかどうかが争われた。

イギリスにおいては，ストライキを行なう際に，

労働契約を破棄して「消具を手離す」 (down-tools)

畔間から，労働者は使用者の建物内にとどまると

いう権能はなくなる。ストライキの場合には，使

用者の企業施設外に退出しなければならない。退

去しない場合には不法侵害という不法行為を構成

し，使用者：よ差止命令や損害賠償を請求すること

ができる。また場合によっては犯罪を構成する

直八坐り込みによって労働を行なわないときは，

坐り込み参加者は雇用契約に違反したことになる

。
＼， 5

 
L
 

`
I
 ，
 

インドにおける指森的な判決は， PunjabNa-

tional Bank Ltd, v. All India Punjab National 

Banks Employees'Federation and another 

(196(）) I. S. C R 806、17F. J, R. 199である。

この判決がだされるまでは， Luding Teller, La-

bour Disputes and Collective Bargainingにのベ

られているアメリカの坐り込みストライキの概念

ゃ， N.L. R. B. v_ Fansteel :vfetallurgical Corp, 

1939, 306 U.S. 24(）の判決を基礎に判断がなされ

てきた(it6）。たとえば HowrahFoundry Works 

v, Their ¥Vorkmenでは，ストライキ参加者が，

Fanstell Caseにおけるほど暴力的ではなかった

が，工場の建物を占拠し，それを破損し，また料理

をつくるために会社の石炭を用いた。さらに工場

経営者が建物の中にはいることを拒否した。この
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坐り込五は使用打の財庁に対する不法侵害に該当

し，違法なストライキである。したがって使用者

はストラィキ参加者を解雇する権利を行すると判

示された（汀 7',~aclul Textile ¥,1ills Ltd. v. Their 

¥Vorkrnen, A. I. R 1%8 Rajasthan'.Z(）］、 1'.)F. 

I R 96では，使用打が這気料金不払J)ために

力供給をさしとめられ，労働者グ）何人かを一咀i解

雇ぜざるをえ、欠くな，ー） fこr，この―碍解雇される者

をだれにするかで争し、が生し，枕茫規則に定めら

れてし‘る 14日の予告なしに坐り込みが行なわれ

た。産業審判噌では，ストライキ手院の瑕疵を理

由に違法ストライキど判断した C ランャスタン高

等裁判所では，方励者が工場と占拠するたけで品

力的行為を行な j)なかっにとしても，坐り心みそ

し1)も（T）は，紡償業者の国有権を侵害するものであ

り，正当なストライキとばし‘えな 9<‘ と1「l示した。

これに対して， PunjabNational Bank Caseで

は，坐り込みについての刊断が異なっている。＇昇件

の発喘は1951年4月17日銀行（「）デリー支店の夕 f

ピストが停職処分をうけたことにある。そのタイ

ビストはバンジャップ銀行従茫員連合 (Punjab

National Bank Emp!oyees'F叫 erntioりの内記長で

あり，祖合活動のために 7日間り）休暇願いを提出

したがみとめられなかった。そこで許可なくボン

ベイでの紅合大会に出席した。これを理由に停詭

処分をされた。この処分に抗議して従業員かpen-

down strikeを行なった。こぐ）ストライキを珂由

に6(）人が停職処分をうけた。そ(/)処分に抗議して

ストライキがなされた。銀行はそのストライヤ参

加者の欠勤を理由に 140名J)祖合員を解雇したc

U・P支店ではストライキ終了後，仕1}の祖開日

におくれた10名が解屑された。この 15()名の解雇

をめぐって産業審判所，労働控高審判i-9[（いhour

Appellate Tribunal)噂 8)，最翡裁判州で争われた。
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ここで問閣になった pen-downstrikeは銀行従業

員が席にすわったまま，ペンをおいて何も仕事を

しな＼、というストライキ戦術であった。上Ii]が席

をはずすように要求しても，そのまま坐わりつづ

けた。このストライキ中は何も暴力行約はなく、

平和的であったが，瞥察が介入して従業員を排除

するまで終いた。両憐判）所においては， Fanstell

Ca;;c U)アメリカ連邦最高裁判所の多数意見にし

たかって判断された。 「被用昔はストライキ権を

もっー（いる。しかし暴力行為を行なったり，使用

者の丁場を占拠する自由は有していない。建物の

占褪はそれ自体で・・・…不法な行裕 (wrongact)で

ある。使用行の所有権を蒋取することは， ［場管

岬者に対十る暴行，商品の秤取や横頑，附産の略

奪・・・・となんら異ならない。労働争議の存在を理

由に，そのような行為を正当化することは，法的

救済のかわりに実力行使を奨励することになり，

社会の韮諜にある法と秩序の脱理を破壊すること

になる，〕……これは法が与えたストライキ権の行

使ではない」。

これに対して最祁哉は次のように判示した。①

銀行従業員の行約は明らかに労働争議法2条 (q)

に定める労働の拒絶にあたる。②雇用期間中従業

員は銀行の建物の中にはいる権祀を有している。

そして建物の中にはいっても，ストライキを行な

う権利を布することにかわりはない。彼らは銀行

従業員として建物の中にはいり，その席につくと，

ストライキ権を実行したものである。労働者と使

用者の而月］関係が継続するかぎり，労働者の坐り

込みはそれ自休で不法侵害を構成するものではな

い。しかし使用者が労働者を停職処分に付してい

る場合は別り間題である。③使用者が労働者の退

去を勧告し，それが拒否された場合，停職処分に

付すことができる。また就業規則において坐り込
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みを重大な非行であると規定している場合には，

使用者：よ非行を理由にストライギ参加者を懲戒処

分に付すことかできる 3 しかしストライキか平和

的・非暴力的であり，執務時間中， 仔えられた｝ぶ

にずわり→づけている場合は、 ス！、ライヤ参加者

で処分とり：｝た胄iよ麻職復帰を求：わる権利を1iず

る，④ストライギ参加者工＇）本件坐り込互 IJ, イン

I、 •Iii]止腹441名,(!)―「元I、（と';¥(criminal treヽpaゞ を構

戊し寸9、9ィ'‘c そり凸果15()名中 136名：こしt,ヽ 、／グヘイ

/）ぎのJ爪誡復帰キこ命し， 1 1名：こぱ）Jit職名1帰（T)かわ

りに袖fiiと廿えだ。

-,グ̀ ) [ 1,T t・に，
~'-、 且ズ 1',iJ; 況'~, ） 忍義は次(/)”点におろ＜，この

最靡絨半lj国、、J-『：j]しかてる主では， 般にストライ

キ：よ労働胄か労働い場所にはし、＇）て＼、かなし~、で労

働を拒否士ること，かるいはたとえ労慟に従1fし

て'q‘ てもズ：、ライ内を行，＇ょうため：こ斗汗 ll(Jり：こ労働

り）場所からはなれるも ’・1)として理解されごし、た。

それは労位昔ー／;;'f,見場こ（［し‘ってし‘く [1的はそこ

で仕事とf「なりためたけでふると衿えられていた

からである。また；去律上自己J)もグ）にII、1i属してし、ヽ

ばい建物い）中で，仕事以外ni,斤重りに従事ずること

はみとめられないと若えられてし、］こ。 1目j様に使用

者としても労脩捉供と受け入れる li的（］）ために（!）

み従業員い建物の中にはし、ることをみとめるわけ

である。出律上労砂乳ぷ共りにめ以外に，労働者を東

業場にリ1さとめておくことはみとめられて ，V、ない

からである。 Punjab:-.Jational Bank Caseについ

て¢)最凸杖乃詰論のおも；；旦唱由；t以下 Cl)とおりで

ある。労働争議出におけるストライキの定義の中

には，労働い場所以外で Jつ行動に限足してはいな

い。坐り込力をストライヤではないとは＼’‘ってし‘

ない。したがって坐り込みはストライキの定義の

中にはいリうる。ストライキそれ自体で不当にな

らないのと詞様に，坐り込み日 1,•本が不賃になるこ

とはない。平和的な坐り込みが通常のストライキ

の場合より不和lな立場にたたされることはない。

恨り込みが不法侵害にあたらない理由として，

「労働者に新しい権利，つまり自己の晏求を使用

行に強制するために，使用者の財産を占有し所持

する (sciwand hold)権利を廿えたものといえよ

う」けI:9)。つまりストライキか単なる労務不提供

以上に，使用行の物権侵害をも許容されうるも (T)

と芳えられている。さらに銀行従業員として建物

の中にはいり，その中で組合員として pen-down

strikeを行なっても，不法侵古にならなし、とする

的え方の背鼠には，従業員の地位と組合員の地位

と（］）混Iぃ］がみられる。

ここで藤田若雄教授が行なった， 日本における

生産管理，職場占拠に関する学説の機能的若察が

思いたどれる (,110)。 H本では企業別従業員組織か

一般的であり，糾合活動が企業と結ひついている

ために，単に労柘不提供をして退去するのではな

く，企業内で争議行為を行なう傾向が強い。この

ことは労拗者り争議柚と使用者の物権との衝突を

もたらす。この実態にもとつき，学誼では排他

的・仝面的占拠にならないかぎり，職場占拠は正

［ヽiな争議行為とみなしている。これは従業員組織

の広理である。従業員＝紐合員の地位に対応した

法雅論である。これは前述の従業員の地位と組合

はとしての地位を品固している Punjab National 

Bank Caseの最高賊I'll決と類似している。インド

でもかなり (I)組合が［場単位，事業所単位でつく

られているとし、う実態（い1)を反映したものではな

いかと拷えられる。さらに日本の争議権が単なる

労務不提供以上の，使用者の物権侵害 職場占

拠では排他的，全面的侵害にならないかぎりとい

う条件かついているか をみとめている、点で

も，インドとの類似性がみられる。この、点につい
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てくわしくみてみよう。日本の職場占拠は第 2次

大戦直後行なわれた生産管理の弱まった，ある

しはくずれた争広態様といわれており，その法1F

構成も生産管理のそれに依存している。そこで生

産営理に関する学説とくに有泉乎教授，石井照久

教授の学説と， PunjabNational Bank(_‘aseり

最高裁判決を検討してみると，その類似性に気か

/)く。 「有泉•石井両説ば，生産管理を所有と紆

営の分離の事実のうえに立ち，そこに占有の理論

（有泉）と雇用継続論 (1T 嵐•石井）を尊入して広

構成するところに特色がある。有泉説は工場の設

仙は工場長カミ占有しているとする。このはあい、

工場長以外の従業員も物的設備については『所持』

の関係にあるとしうことになる (I)であろう。それ

ゆえに従業員が『投備と自分達の関係を持続しつ

っ，工場長の指揮命令を排除した』としても，

三者の占有侵害とは異なる。この竺とは従業員糾

織（従業員たる地位と組合員たる地位の癒着）の法理

踪である。石井説では『）籠用関係の存続中に会社

の労働指揮権が暫定的に停止せられることを許容

することに』生在管理の特色がある。こり涌用閃

係存続のうえに溝成される法理論は従業員組織の

法理論で灰る」(itlとり PunjabNational Bank Case 

では使用者の所有権に対して，使用者の財産を占

有し保持する (seizeand ho!d)する権利とみとめ

ている点で有泉説との類似性があるし，労働者と

使用者の雇用関係が継続ずるかきり，坐り込みそ

れ自体が不法侵宮にならないとしている点では石

井説との類似性がみられる。

ところが PunjabNational Bank Case以後り

判決では，労働者の占有し保持する権利に対する

制限を行なってい；（注13)。

Chelpark Company Ltd. v. Commissioner of 

Police, Madras and others, 33 F. J. R. 356に
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おいては，勤務時間外における坐り込みが問題に

なった。原告は万年築製造工場で， 21人の事務員

と31人の労働者を雇用していた。 1967年 6月18日

勤務時間終了直後， 27人の労働者が工場内で集会

を鳴き，そのま主坐り込みを行なった。使用者は

製品や機械があるので，空ちのきを要求したが，

拒否された。他の労働者が仕事を継続しようとし

ても，機械のまわりにたてこも 9)て，仕ボを妨青

し， トラックが工場にはいるのを阻止した。 21日

には 7人の女性労慟者が工場を出るのを阻止し，

2時間半にわたってつるしあげを行なった。使用

者ば警察に告訴ずると同時にマドラス第 1補充巾

民事裁判官 (TheFirst Assistant City Civil Judge) 

に晶止命令を求めた。故刊官はストライキ参加労

慟者が勤務時間後工場建物内に集合することを禁

ずる中間差止命令をだしたが，労働者はそれを拒

否した。そこで使用者が本件坐り込みはインド刑

法173条， 441条， 503条（i.!:14)に遅反していること

を吐由に， Inspectorof Policeが労働者を工場か

ら排除することを命ずる令状を求めた。 Punjab

National Dank Caseでは，坐り込みは通常vT)勤

務時間中に行なわれ，平和的に勤務時間中自分の

席にす，iいていただけであるのに対し，本件では

勤務時間終了後，坐り込みを行ない，他の労働者

の労働を積極的に妨害している。半IJ示によればI労

働者によってなされる坐り込みは合法である。し

かし労働者は勤務時間終了後，工場にとどまる権

利を有していないし，もしそごにとどまっていれ

ば，それは違法であり，不法侵害に該当する。な

ぜなら労働者と使用者間の雇用関係により，労働

者は勤務時間開始時に工場にはいり，勤務時間中

そこで働く権利を有する。しかし勤務時間の前と

後では，労働者は使用者の財産を占有する権利を

打しない。したがって，労働者は勤務時間中にか
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ぎってエ湯内にとどまりストライキを行なえる」。

刑中上の不出侵古 criminaltresspas~ に該〗りする

ヵ、どうかにつ＇ィ‘ては， 1fij法 441策に定める，使用

者に圧力をかけるために「成嚇，侮辱， 1村岱」さ

せる目的をもって，勤傍時間後に坐り込みを行な

＇）たものと忍された。そ U)結果令状をみとめた。

；欠に注日ドれる（りは MysoreJ¥Iachinery Man・ 

ufactureヽ IJじLv. State of f¥Tysorc and another, 

m F I R. 4 l(）でおる。本件では披解雇労働者

ヵ｀もどり職湯で行芥＿：た學り込みi})Jj胄件が間囮

：こなマ9 た。原告：t5(）0令名を匝用してし、る機械製

造会吐てあふ r, 1967年 4月 1ll, ?70名り労i翡行が

交代勤務時間〇午後 4時になー）ても，工場建物か

ら離れなか：） f二使用者は就繋規則により，来り

込なぱ非行；こあたるどして解h『通‘代を行九った。

しかし労働昔；よそ（巧主主工場に居すいって。この

紛争：ま労働争姦出］0危I1)にもとへ尺： ？ •｝ [-1政府によ

I)バンげロー＇しの吃業審判所に付北ーされる . fy, 

使用昔は,JII,•T) Commissioner of Labour／バストラ

イ千茂加労働昔をT場！」ヽら排除し，操文と汀なえ

るような措i筏をとることを内容とする令状をぷめ

たのが本件である。判示によれは‘, 「停職あるい

は解履処分かなされると，労働行（り建物内にとど

ま9ふ権利：よなくなり，使用者の計）＿屯上にすわりつ

づけ，使用者J-)工場使｝廿を妨け， 工場監督者や伽

こうとする労働者に竹迫や威圧をくわえること

は，刑事上り不法侵害，および不法抑圧 (wrongful

restraint) に相臼する」として、令状をみとめた。

この菩え方は，屑用間係の継続を判断(T)さめ手に

用し、ているか， PunjabNational Bank Caseの最

高裁判決といJ様である。この考え）jでいくと，坐

り込みに対する使用者の対抗手段はロソクアウト

では不十分である。なぜならロックアウトは労使

の雇用契約関係を切断ずるものではないと拷えら

れているからである（注15)。使用者の対抗手段とし

て，坐り込み中の労働者を解廂する方法があるが，

その解雁が争われている場合には，どうなるのか

はまだ不明である。

以上のように PunjabNational Bank Caseの

最ぷ裁判決は坐り込みに関する指導的判決の役割

を果たしていかしかしこの判決のもつ経済に対

する影料力を誇慮して批判がなされている。先進

囚さえもみとめていない，ぜいたくな闘争を，イ

ンドのような産業化をめざす後進国にみとめられ

るべきではないとする意見である(i116)。同じよう

な立場から， 1958年の産業規律要綱 (Codeof Dis-

c1pline in Industry)（江17) では，坐り込みを禁止

している。しかしこの漿止は法的拘束力をもた

ず，労使の自主的な順守にまかされているにすぎ

なI'‘o

2. 怠 業

怠業とは，ストライキが完全な労務不提供であ

る(/)に対して，表面的には労働場所にやってきて

慟くが，故意に生廂のスピードをおとして，使用

者；こず員化を与えて不完全な労務不提供を行なう争

議戦術とされている。したがって怠業は賃金を失

うことなく，ストライキと同じ効用を得ることが

できる。この怠業に関する一般的理解はインドで

も採用されている。

まず包業が労働争盗法に定めるストライギの定

義にはいるかどうかが間題にされた。労働争議法

2条 (q)の定義にある「作業の停止］が怠菜には

存在しt［いことを叩由に，ストライキではないと

解釈されている (/tlX)。その結果怠業に対して労働

争議（l：［の規制を行なえない。たとえば労働争議

調條中でも怠業を規制することができない。そこ

で従来から労働争滋法 2条 (q)の定義は不十分で

あるとされ直19)，改正宋が何回かだされた。
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l950年の労使関係法案においては，ストライヤ

の定義を「作業の全面的ないし部分的停止」と

きあらためることによって，怠業をストライギに

含めている。また同法案99条は怠業を違法なスト

ライキと規定している 3 その怠業 (go-slowpolicい

は次の三つの場合を含んでいる。

I,1) 被用者もしくは，使用者がもしそう欲すれ

ば，避けえたであろうその企業もしくは，企業の

その部門における生産能力の低下が認められる場

合，あるいは

(2) 生産品の質の低下があきらかな場合，

¥3) そ］）企業もしくは企業のその部門における

機械の全面的もしくは部分的な破損がある場合，

11)は泊極的サボタージュであり，（2)(3)は積極的

サボタージュに該当するものと思われる。

インド使用者連盟 (Employers'F叫 erationof 

India)と全インド産業使用者団体 (AllIndia Organ・ 

1zation of Industrial Employers)／バ主催したセミ

ナーにおいて，念業をストライキの定義の中に含

める立法改正が勧告されている。この勧告のねら

いは，J・ト1政府が怠業の存在を宜言し，それを労働争

議法上違法ストライキとして取扱う権限を与える

ことにあったとし、われている これに対して

現行の労働争議法のストライキの定義の解釈を適

当に広げることにより，労働の郊分的停止である

怠業をストライキとみなす考え方もある（注21)。ま

に怠業をストライキの中に含めなくても，就業規

則上の非行 (misconduct)として，解雇や懲戒処分

の対象にすればよいとする立場もある',‘22;。たと

えばマがラシュトラ州や西ベンザャ州J)モデル就

業規則は，怠業を非行と規定している。

ビハール州で：よ L::'，ハール中央常設労働諮問委員

会 (BiharCentral Standing Labour Advisory Board) 

が怠業に関する間題を検討する委員会をつくっ

40 

た。その1951年の報告書によれば，（1）怠業をスト

ライキの一つとして取り扱うこと，（2）少なくとも

7日間の予告がなければ怠業を行なってはならな

い。その予告は 4週間有効であるが，実際に怠業

を行たう日を予告する必要はない。 (3)争議調整手

続中は怠業を行なわない。その調整は怠業予告有

効期開(!)4週間以内に終了する。 (4)使用者側の不

当な行為に対してなされる怠業は正当である等々

を勧告している。しかしこれにもとづく積極的措

i社はとられなかった（注23)。

また産業規律要綱（注24)では，怠業は禁止されて

し‘る。

以上のように怠業に関する立法改正案や勧告が

だされている U)は，怠業怜生産能率を低下させて，

経済成長を阻害するものであるという認識が背景

に存在しているがらであると思われる。

怠業に対する裁判所の考え方を最もよく示す判

仰lは， BharatSugar Mills Ltd. v. Jai.Singh and 

others, 21 F. J R. 118である。 1955年 2月12

日から18日にかけて行なわれた怠業を非行である

として21名の労働者の解雇の許可を，労働争議法

33条にもとづき会社側が産業審判所に申請した。

荏業審判所は 1名についてのみ許可を与え，他の

20名については組合活動を理由とする解雇である

と判断して許可を与えなかった。そこで会社が特

別許可 (specialleave憲法 135条）をえて最高裁判

所に上告したのが本件である。なおこの会社の就

業規則には怠業を非行とする旨の規定があった。

判示によれば，「工場に勤務しながら労働者が故

意に生産を低下させる怠業は，不平不満を有する

労働者かときとき行なう最も悪質な行為の一つで

ある。…・・・なぜなら，生産をおくらせ，かつ低下

させながら，労働者は雁用関係が継続しているこ

とを要求し，かつ完全に賃金支払を受ける権能を
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もつ怠業はストライヤによる労務の完全停止より

はるかに有古である 3 なぜならストライキ中は機

械か完全に停主るのにけし，怠業中機械ぱおそい

スピードで{}]き，それかしばしば機械に損傷を廿

えるからでもる。これらの理由から怠業：tし、つも

土）くは非行、')—頭囮j としてみな、:：れる］そこで裁

刊所は重，｝＜t非行て｛もる怠業を理由とする使用者

（T) f昇雇を」．I：-、「i：：：：ななしてし、る。

この判決て注 11 ~人；しる：，＇）は勺 Punjab National 

B,lnk (‘aヽeご：ょ！屈！廿関係の継続か坐り心なを不法

侵害とみな` 、、「応処：こ用し、られだダ）に対して、本判

決て(J:そソ` 1!1二怠案を屯大な非行どな，忙す根拠

：こ利用されーー'、‘ることてつあるっそもそも怠業は労

，i芳提供の不＇心／ L＼履竹てかると li,J時に，使用行］）企

業嵐，文をそ e'）g ：こ反して使用するもり）と解、〗れご

し、る。後打（勺，ドを-iflt見すれば，怠宴lt使Ill仔(/)企

業財産を侵古ずるも U.）であり，飢述の嘔 9)込みと

の類似性、[1iずるごとになる。坐り込五に I~］寸る

Punjab.:-Jational Bank Case(｝）論列を認業こも｝ll

し、るどすれi.t，場合：こ上 9 ）ては怠業か屯大な叶イ［

1こならなし、11J能性か｛｛在する。しかし現在怠業が

重大は非行ピみはされるとし｀り判例仏が確立して

し、る（，い。これは怠業と屈用斐皐'J違反と五八すイ

キリス (t「 2じぐ）影野をうけたためだ巧〗か，それど

も怠業が経済戊長を 1乳害していると＼、う＇に '9じ認識

にたら，怠業をてきる左け少なくしてし、こうとし、

う政策的判聞か裁刊所の拷え）］に影臀・をお上ぼし

たためにろうか？

3 ピケッティング

イントで集団的労働関係と規定した最初の立

法，つまり 1926年労働組合法には，イギリスの1906

年労働争議仏ご条け1279|0)ような平和的ピケ;,ティ

ンクの規定は特に設けられなかった。冴時のイン‘

ト政府は， とのような形であれ， ピケ］ティング

を肯定する立法を，当時の労働運動の段階におい

て設けることは，＇： I）そましくないと判断していた

叫 8,。その当時はインド刑法典第五章教唆 (ahet←

ment)の規定によ 9)てピ ケヽ 9Iテ｛ングは法的に処

理されていた。ところが1932年刑事修正法にピケ

、ノ，ティンゲに関する規定が設けられた。この立法

の招機とな＇）た U)は， 19:10年の不服従運動の際

に， インド刑法典(})処罰をうけないでピケッティ

ンゲが行なえることがみし、だされたことにあった

叶＇）｛））。つ主り妨 1；:（mo!eヽtation)の形をとるピケ、ソ

ティングを規制ずる規定が刑法典になったのであ

る〕こ 0)刑＇拝修正法は I927年煩からしだいに活発

になったストライヤに伴って行なわれた暴力的 L::

ヶ）ティングを規制する機能を果たした。

刑事修正沈 7条はイ平リスの1875年の共謀卯・

此崖保設出 (Conヽpiracyand Protection of Property 

ぶ{, lS7切7条り）文言汀H)ヽ ）をほとんとそのまま用

いてし‘る。

7条 (l)｛ー；＇，「他の名に対して，その者のなす権

利主たはなさない怖和Jのある行為を，なさしめ

な＼、ようにまたはなさしめるような意図をもっ

て，かかる者またはその家族の構成員主たはそ

リ）者に屈用されている者に暴行を加え，脅追し，

それらの者の居住し，作業し，営業しまたはた

またま居合わせる場所，またはそのあたりをふ

らふら歩き，しつようにその者のあとをつけ，

そ(I)行が所有しまたは使用する財廂を妨げ，も

しくは蒋取し，または使用を妨げ， (b)その者が

常業する場所もしくはそのあたりをふらふらし

て，他の者がそ 0)場所にはいったり，近づいた

りもしくは閃係することを妨害する意図を有す

る者は， 6カ）］以下の朕固， 500ルピー以下の

閥金もしくはその併科を科せられる。

説明 この規定に禁じられた行為をおかすこ
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とのない，土着産業の奨励と禁酒の主張はこの

規定上の犯罪にはならない」

こU)規定に扮争当事者や，ピケ，、］ティングが

行なわれる紛争の性質についての制限を行なって

ぃ；iし、。した）；ってこの規定の適用は一般的であ

り，労働争議の際にのみ適用されるわけではない

（注ii ったとえ if，マドラス J•H政府が学校にじンデ

ィー語を導人｝ーることを決定した命令に反対する

被告が，知事官邸前でその命令を取下げることを

強制ずるために，他の人びとをそぞし＇）かし，宜邸

前をうろついた行為が 7条(l)(a)に該当するとされ

た事例がある(・:32)。

さらにこの規定は平和的ヒ゜ケッティングをも制

限しているほ33入雇用されている場所のあたりを

ふらふらすると罪］罰を科せられる。したが，｝て1ilJ

事修正法7条は憲法19条(1)〈a)に違反するのではな

いいという側頌岱生じた。その事例として、 Da-

modar Ganesh and others v. State of Bombay, 

A I. R. 19fil Bombay 459がある。 1950年 8月，

ボー十スをめくってボンベイ紡舶業者協会 (Bom-

bay Millowners Association)と，各紡績会社の従業員

との間：こ紛争い生じ，産業裁判所 (I1lflustial Court) 

（注34)が裁定を出した。使用者側はその裁定を不服

として労働控訴審判所こ裁定のやりたおしを求め

た。その時に従業員はストライキをはじめた。坊

績工場の門で労働者に仕事をしないようにという

主旨のビラをくにfった。しかし扇動はしなかった。

この行為が刑事修正法7条に違反するとして，治

安判事 (PresidencyMagistrate)は 3カ月の禁固話

よび 500lレピーの罰金を科した。これを争ったの

が本件である。

控訴人らの［張は次のとおりである。控訴｝ヽら

の行為は平和的ヒ゜ケッティングであり，憲法に保

障された表現および自由な移動の行使である。｝fl]
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事修正法 7条は憲法19条(2)および(5)に規定されて

いる合理的制限の範囲をこえるものであり，違憲

である。

これに対する判示によれば，刑事修正法 7条は

平相的ピケッティングを違法とする可能性をもっ

ている。平和的ヒ゜ケッティングでも特定の方法や

特定の地位を有する人により労働の中止を説得さ

れ，仕事場にはいるのを阻止されるときには， 7条

(l)(b)に該当する場合がある。刑事修正法 7条が公

共の秩序を保持するために不合理な制限かどうか

を判断するに，表現ないし言論の自由，移動の自

山ばすべての市民に保障されているが，その一方

で，働きにいと思う労働者や営業を行ないたい使

用者には憲法19条(l)(g)によって，職業につき，営

業を行なう権利が保障されている。このニ-)の権

利を調整するためには，平和的ヒ゜ケッティングが

制限をうけることい公共の秩序から判断して不合

理とはいえない。かえって，表現，言論の自由よ

り，職業につき，営業を行なう権利を優先させな

ければならないと半1J示した。

また Vimal Kishore Mehrotra v. State of 

Uttar Pradesh A. I. R. 1956 Allahabad 56におい

ても刑事修正法 7条の合憲性が問題になった。原

告ぱSutiMill Mazdoor Sabhabaの執行委員であ

ったが， 1955年カンフ゜ール紡績労働者のストライ

キ中に逮捕された。工場にはいろうとする者を横

にして，ストライキ労働者に対して，「あの者達を

みょ。彼らは裏切者だ。彼らは手足が折れるまで

は，口頭による説得は聞き入れない」と原告がの

ベ，暴動を挑発したためである。原告はこの逮捕

が違法であるとして，人身保護令状を求めた。判

和こよれば， 「刑事修正法7条はいくつかの行為

を禁じている。それらの行為のいくつかは違憲か

もしれない。しかしだがらといって他の行為の禁
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止をも違芯とずることはできないゞ 7条i1)のある

部分〈それにつ］V、ては指院しないが）は違、＇こであるが，

1汀（本としては と：t し、えなし~、 I,

以］→り !'I]加lりヽら，（いじ＇、 I'「／ティングは岱）］を透

発しやすく｀公共J)[[rドを入乏i―喜それが多し‘こ

と，（:/ごケ？ティンゾをうける者(/)5し本的人権を

佼青丁るむそ；！lt、ちらことを兜由に↑平和的ピケ

＇「｛ンゲさえも政府か立法: -—よ）て ill'Ji具しうる

こどをみとめて‘、‘るとし‘えよう 't；い）。したがって

現在イ／、［ヽー：：：,，ニビ， ］刊―h修正宍 7条〇犯Tに，斐当し

匁＼，‘|只度て（、「）＇『和化］＇しー J← 1 ティンク／);にどめ応れ

て＼、ヽる 1:ーすぎ此し‘。欠戸ピゥ＿r，,Tィンケを連由と

寸る損因陪'’'且や解屈闊凶(「)'|1]｛ク1Jを見ら．；！しな` 、ため

に，民亨！→ムどり‘Jよう Iこ以り扱いれてし、るかは不唄

である c

イギ？）スでは19(16年労蒻］争麻広 2条によって平

和的説得it乃］）合法沈を確定して＇` ．、る 日本

：こ詞し、ては｀，i) ピケ，，テ~ （ングと平和的説得にか

ぎるとずるも！）と，噂）純＇：＇たたるズ：、破りとスト脱

溶者については内体的物哩的阻止の手艮を用 I、、ご

も逢広でないとする註t止；、＇や，叫結し 1)示威として

人クラムと祖むピケやそ r})他(1)実力行i麟も含め

る手段を用し、ても荘広でないとする諌 ':9}訊）があ

る。②¢)諌iよ， H本におけ心ピー／rゾティンゲが，

スト破り， Il見客者，非祖臼員をも相手として，企

業内への立入りを阻止し t;ければ，その実効性を

確保できなし、とし、う，忍点にたって， 1こfi]的況得以

上の実力行使をみとめているわけである。インド

では，これら J)1V‘ ずれとも異なり，¥和的ピケ‘/

ティングをも刑事罰を加えて規制しようとしてい

,"'。

4. 政治ス ト け1J9)

インド労鋤運的の特色の一つとして，政治的組

合運動 (political ur,io,1iヽm)がある。それは労使関

係が家族閉係，家の内部における主従関係に擬制

され，全人的な支配，従属の関係でとらえられる

ーカ，労働組合は使用者との団体交渉機能が発達

しいないために，現行社会体制のなかでの経済

的向上をめざすよりも仕会体制の枠自体を変革し

ようとすることに起因している燻40)。さらにイン

ドの独立連仙ぱ労働者が政冶的活動に参加する機

会を増した。その伝統が政治的紐合運動へのイン

パクトになっている。

それでは政治ストが法的にどのように取り扱わ

れてし、るたろうか。 1929年労働争議法 16条(1)

(1947年廃止）によれば，ストライヤ参加者が関係

している取外もしくは産業内で労慟争議遂行以外

(j)日的を持っているストライキは違法である。さ

らにtt会に直大tc困難をサえたり英領インド政

府，連）〖鉄誼局，在外使臣に特定の行為をなさし

め，主たはさしひかえることを強制ずる目的をも

つストライキは違法である。これはイギリスの

1927年労働争，義・労働組合法 1条(1)(a) (i)の文言

をほとんどそのまま受けついでいる。インドに上

(jー）規定が尊入されたのは， インド政府が1926年イ

ギリスのゼネストの影粋をおそれたことと，ガン

ディー指尊の非協力運動に対処するためであった

(ii:41) 

独立以後は政治ストを違法とみなす連邦法は存

在しないいい。ただ1950年の労使関係法案98条(1)

において，政冶スト，同情ストを違法とみなす規

定があったが，法律として成立しなかった。小1i法

の中には政治ストを違法とみなす規定がある。た

とえばボンベイ労使閲係法97条A(a)では， 「中央

またはJ小1政府が当該光業における使用者でない場

合に，中央または朴I政府または公務員に対して産

業に関する特定の行動をなさしめ，またはさしび

かえることを強制する日的で」開始され主たは継
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院される労働の停止は違法である。これに違反す

る労働］）停止を行なう者は処詞される。マテ（ア

7 ラ゚テシ朴l労使関係広81条(a)にも 1可成の規定がわ

かれて'<‘るぐ

政｛合ストに関する判例として次いも（］）がある。

.t¥Iatchwel Electricals (India) Ltd_ v_ Chief Com・ 

miぉsioner,l)elhi i lJ,i よ， 19:J9年ケプラ J+1 り）―•大

臣か解任されにことしこ抗議して労働行がストライ

ャを行匁，た事例である。政向か[:[，りと推進する

、ピめに行なi)れにストライヤは，就陀規則上(1)非

行：こあたるとして 6名り労働者が解屈された。社

信蕃判1叶は，本件ストライごヤを合i人にかイ臼でふ

るとしなカ・しュ•), 6名vり[1題解雇昔：J：祖Irド）執行委i[

であり，組合店叫りを珊由に解｝正さ，！したものとし

--，解面と取直し，バックペイ＇ー）さ 0)屈職復•/沿を

令じる成定をたし、ビ。そこで会社かパンプ，ャ、1フ

贔等故刊所にそ、「）絨定と争→て捉』［した。闘加）

判示によれば，本（牛ストライヤは労働争滋Il；り＇〉規

定にいう違よストライキにはあにらはい。なせな

ら政冶ストは労働争義去の規制外にあり，強制力

と有するなんらかの法律の規定に違反しているス

トライギとは',ヽヽえなし、。したがって本件ストライ

ヤは違法てはなし、が，不当なストライキである。

本件ストライヤを不胄とみなす積極的恨拠：、上のベ

らえしていなし、が， ストライキの目的から不当と'l'!J

断したものと思われる 3

如こ ¥,Vorkmen of Jay Engineering'vV orks 

v. Jay Engineering ¥,Vorks, liyderahad, 28 F. J. 

R. 145でよ 1964年7月25日「Bharatilandh」

(9 141:'に原告労働者か参加したことから間閣が生じ

た。使用者はストライキ参加を理由に，ストライ

キ日の賃金カソトをした。これに抗議して tools-

clown strike を行なった労働者に対して，さらに

賃金支払砂、 9条（飩稿ぢ照）により 4日間の賃金
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りノトを行なった。ハイデラバード高等裁判所で

は，使用者の貨金カットが正当かどうかが争われ

たか，その判断の晶礎になったのが「BharatBan-

dh」であった。判示によれば，このストライキは

政沿的目的のためであって，労働糾合の日的でな

し、ことは明らかであり，止当なストライキではな

し、とされた。そこで投金力 y 卜を止当とみなした。

本件の I-BharatBandh」は使用者に対してでは

なく，政府に対して安い食料品を売る店の成立を

要求したものであったために，不当ストライキと

判断されたものと思われる。

以上のように，インドでは政治的要求を行なう

ズ：、ライキは不当とみなされている。さらに政治

的H的は労働糾合の目的ではなく，賃金や労働条

件に関係り）ない H的でなされるストライヤは解雇

にHI当する非行とみなされているば145）。これは，

H本において， スト目的を直接的に労使間（り団体

交仕事項に限定しようとする拷えと帰を一にする

と思われる lil46)。

インドでは政治的要求を強制するために政府や

公共機関に圧力をかける純粋な政治ストはまれで

あり，ストライヤの飢極の目的ぱ少なくとも経済

的要求である場合が多いといわれているけ147）。し

かしインドの政治ストの法理論はこの実態をあま

り芳慮にいれていないようである。

昌 I) Bondurant, Joan V., Conquest of Via-

lence-The Gandhian l'hilosoj>hy of Co,，flれt,1965, 

p. 118; Hopkins, ¥V., "On the Hindu Custom of 

Dying to Redress a Grievance,".Journal of the 

.!lmcrican Oriental Society, vol. 21 second half, 

pp. 146 -159; Mtihlmann,'IV. E.、J1ahatmaGan-

dhi--Der 11fan11, Sein 1Verk und Seine lVirkunfs, 

1950, s. 160. 

（日 2) Pandey, S. M., ;-ls Labour Organizes-a 

study of unionism in the Kanj>ur cotton te:ctile 

industry, 1970, pp. 31-33. 
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（Lし15) Sri1astava, S. C., "Th<2 Proり]emof Sub-
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アジア経済研究所 1り行

晶柿 ），1開 i'J測定“l惰 J` 射，斗しと， tif: l筏休制下ての「託

済＇！り合 J叩竹 lり間：也に関する、！叩，裔＇：’:分析とを紅，合 19,「lt
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アジア経済出版会発尻
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